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北区⽴施設⼀体型⼩中⼀貫校設置基本⽅針 
 

北区における⼩中⼀貫教育のさらなる充実を図るため、施設⼀体型⼩中⼀貫校を
設置します。本⽅針は、設置について基本となる考え⽅を明確化するもので、各事
項の詳細については今後検討することとします。 

 
 
１ 設置⽅法及び学校としての位置付け                     

施設⼀体型⼩中⼀貫校は、神⾕中学校サブファミリーを構成する稲⽥⼩学校、
神⾕⼩学校、神⾕中学校を、学校教育法第⼀条に定める⼀つの義務教育学校とし
て設置します。 

 
２ 設置の⽬的                                

施設⼀体型⼩中⼀貫校は、児童・⽣徒が、義務教育９年間を⼀貫した教育⽬標
と教育環境のもとで学ぶことのできる学校教育を実施します。 

児童・⽣徒⼀⼈ひとりの発達の段階に応じた切れ⽬のない学習指導、⽣活指導
を⾏うとともに、施設⼀体型としての利点を活かし、学校教育における新たな取
り組みに積極的にチャレンジすることで、教育内容のより⼀層の充実を図り、北
区の教育が抱える諸課題の解決に資する学校となることを⽬指します。 

そして、新たな取り組み等の成果を他の区⽴⼩・中学校に発信するとともに、
他のサブファミリーにおいても実施可能な取り組み⽅法等を検討し、北区全体の
⼩中⼀貫教育の更なる充実・発展を図り、北区の⼦どもたちの健やかな成⻑を実
現するために設置するものです。 

 
３ 設置場所                                 

施設⼀体型⼩中⼀貫校の学校施設は、現在の神⾕中学校、神⾕⼩学校、神⾕公
園、神⾕体育館が所在する⼟地に新築することとします。また、現神⾕中学校敷
地北側部分に神⾕公園を移設します。 
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４ 指定校制度及び通学区域                          

施設⼀体型⼩中⼀貫校については、現⾏の指定校制度及び通学区域制度を適⽤
します。対象となる稲⽥⼩学校、神⾕⼩学校、神⾕中学校の通学区域を基本とし
ますが、⼩中⼀貫校であることを踏まえ、必要に応じて通学区域の⾒直しを検討
します。 

 
５ 学校ファミリー構想との関係                        

施設⼀体型⼩中⼀貫校は、学校ファミリー構想のもと、これまで同様に１２の
サブファミリーの⼀つに位置付けます。 

これまで北区が推進してきた「学校ファミリーを基盤とした⼩中⼀貫教育」の
さらなる充実に向けて、その推進役的な役割を担う学校とします。 

 
６ 教育内容                                 
（１）⼩中⼀貫教育の推進 

北区⼩中⼀貫教育基本⽅針、北区⼩中⼀貫教育実施⽅針策定基準、北区⼩中
⼀貫教育カリキュラム、北区保幼⼩接続期カリキュラム等を踏まえ、９年間に
わたる⼀貫した教育⽬標のもと、就学前教育との連続性にも配慮し、児童・⽣
徒の発達の段階に応じた切れ⽬のない学習指導、⽣活指導を推進します。 

（２）学年段階の区切りについて                        
施設⼀体型⼩中⼀貫校における学年段階の区切りについては６－３制を基本

とし、４－３－２制、４－５制、５－４制等におけるメリットを可能な範囲で
取り⼊れることとします。 

（３）教科担任制について                           
⼩学校⾼学年（５年⽣・６年⽣）を対象に、教科担任制の導⼊を図ります。 

（４）部活動について                             
   ⼩学校⾼学年（５年⽣・６年⽣）について、部活動への参加を図ります。 
（５）学校⾏事の実施について                         
   学校⾏事については、各⾏事の内容やねらいに応じて、９学年合同での実施

や対象学年を区分しての実施など、柔軟な対応を図ります。 
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７ 学校経営                                 
（１）教職員体制について 

教職員については、国・都の基準に基づき配置し、校⻑・副校⻑の配置につ
いては、全体を統括する校⻑１名と複数の副校⻑を配置します。 

また、全ての教員が必要に応じて全児童・⽣徒の学習指導・⽣活指導に関わ
ることのできる体制を整備します。 

（２）ＰＴＡ活動について                           
保護者等の意⾒を充分に踏まえた上で、９学年が⼀つとなった PTA 活動につ

いて、⽀援⽅法も含め検討します。 
（３）地域との連携について                          

地域と⼀体となった学校経営を推進するため、コミュニティ・スクールの指
定を受けることを⽬指します。 

 
８ 学校施設                                 

施設⼀体型⼩中⼀貫校の学校施設については、「北区⽴⼩・中学校整備⽅針」を
踏まえ、下記事項に配慮し、整備するものとします。 

（１）施設環境について 
   ９年間の⼀貫した教育活動・学校経営に適した施設環境を確保します。また、

学校と地域が連携し、⼦どもたちの学びを⽀える場としての施設環境を確保し
ます。 

（２）施設配置について                          
   児童・⽣徒が９年間同⼀の施設で学習や⽣活を⾏うことに配慮し、児童・⽣

徒が⾃らの成⻑が実感できるような空間構成や教室環境の整備の⼯夫を⾏いま
す。 

（３）安全性について 
   ⽇常的な児童・⽣徒の動線を考慮し、緊急時には多⼈数が迅速に避難するこ

とができるよう、安全に配慮した校舎、教室、運動場等の配置を⾏います。 
（４）防災について 

地域の防災拠点として、「災害に強い学校施設」を整備します。 
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９ 設置に向けての進め⽅                           

保護者や地域関係者が参加する検討組織により具体的な検討を⾏うとともに、
学校施設の建設を計画的に進めます。 

（１）区⺠が参画する検討組織の設置 
開校に⾄るまでの間、学校、保護者、地域関係者及び区（教育委員会を含む）

関係者で構成する検討組織を設置し、開校に向けた課題について協議します。 
（２）開校までのスケジュール 

上記の検討組織における意⾒等を踏まえ、施設⼀体型⼩中⼀貫校の全体構想
を策定します。これを踏まえ、学校施設の新築基本構想・基本計画の策定、基
本設計・実施設計、解体⼯事・建設⼯事等を進めます。 

併せて、開校に向けて⼩中⼀貫校の教育内容や学校経営の詳細について検討
を⾏っていきます。 

 
１０ 施設⼀体型⼩中⼀貫校設置後の展開                      

施設⼀体型⼩中⼀貫校の取組については、その成果を検証し、他のサブファミ
リーの⼩中⼀貫教育に活⽤することにより、北区全体の⼩中⼀貫教育の充実・強
化を図ります。そのための仕組みづくりについても検討を⾏います。 
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北区では、平成 15 年度に「北区学校ファミリー構想」を策定し、他区に先
駆けて⼩中連携教育を推進し、平成 24 年度から全ての⼩中学校で⼩中⼀貫教
育を実施してきました。 

平成 25 年度 平成 26 年度には、「北区⼩中⼀貫教育検証委員会」を設置
し、これまでの⼩中⼀貫教育の取り組みを検証するとともに、平成 27 年度に
は、「北区⼩中⼀貫校設置検討委員会」を設置、平成 28 年度には、「北区⼩中
⼀貫校配置検討委員会」を設置し、施設⼀体型⼩中⼀貫校の設置についての
検討を⾏いました。

 
 

      基本⽅針の考え⽅ 
 

１ 施設⼀体型⼩中⼀貫校設置の経緯 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 北区における⼩中⼀貫教育の経過                      

北区における⼩中⼀貫教育は、北区学校ファミリー構想（平成 15 年 7 ⽉策定）
の取り組みを踏まえ、⼩学校と中学校の校舎が離れていることを前提とし、⼀つ
の中学校と複数の⼩学校を⼀つの単位とするサブファミリーを基本に、「学校ファ
ミリーを基盤とした⼩中⼀貫教育」を推進してきました。 

 
第１段階（平成 19 20 年度） 

⼩中⼀貫教育に関する基本的考え⽅についての検討組織を設置し、平成 20 年
11 ⽉に「北区⼩中⼀貫教育基本⽅針」を策定。 
 
第２段階（平成 20 23 年度） 

４つのサブファミリーでモデル事業を推進し、その成果を踏まえ、平成 24 年
2 ⽉に「北区⼩中⼀貫教育実施⽅策策定基準」を策定。 
 
第３段階（平成 24 年度 ） 

平成 24 年 4 ⽉から⼩中⼀貫教育を全校で実施。 
平成 25 年 7 ⽉に「北区⼩中⼀貫教育カリキュラム」を作成。 
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（２）北区における⼩中⼀貫教育の検証                     
北区における⼩中⼀貫教育のこれまでの取り組みについての検証を⾏うため、

平成 26 年 2 ⽉に北区⼩中⼀貫教育検証委員会を設置しました。 
同年 10 ⽉「北区⼩中⼀貫教育検証委員会報告書」を作成し、今後の北区の⼩中

⼀貫教育における３つの視点とその具体的な推進⽅法を整理しました。 
 

視点１ 就学前教育から中学卒業後の⼦どもたちを⾒据えた⼩中⼀貫教育を、 
保護者や地域住⺠と⼀体となって推進する 

 
視点２ ⼩中⼀貫教育の推進に向けて、教職員等が⼗分に能⼒を発揮できる環

境を整える 
 
視点３ ⼩中⼀貫教育を牽引していくための⼩中⼀貫校を設置する 

 
 
（３）北区における⼩中⼀貫校設置の検討                    

北区における⼩中⼀貫教育の充実と発展を⽬指し、北区の⼩中⼀貫教育を牽引
していくための推進役としての施設⼀体型⼩中⼀貫校の設置について検討を⾏う
ため、平成 27 年 4 ⽉に北区⼩中⼀貫校設置検討委員会を設置しました。 

同年 10 ⽉「北区⼩中⼀貫校設置検討委員会報告書」を作成し、施設⼀体型⼩中
⼀貫校の設置にあたって、５つの観点から基本的な考え⽅を整理しました。 
 

Ⅰ．施設⼀体型⼩中⼀貫校の位置付けについて 

①施設⼀体型⼩中⼀貫校に期待すること ②学校規模 

Ⅱ．施設⼀体型⼩中⼀貫校の教育について 

   ①学年段階の区切り ②教科担任制 ③部活動 ④学校⾏事 

   Ⅲ．施設⼀体型⼩中⼀貫校の運営について 

     ①教職員体制 ②ＰＴＡ活動 ③地域との連携 

Ⅳ．施設⼀体型⼩中⼀貫校の施設について 

   ①施設環境 ②敷地⾯積 ③施設配置 ④他施設との複合化 

Ⅴ．施設⼀体型⼩中⼀貫校の設置に向けて 

   ①義務教育学校との関係 ②学校改築改修計画との関係 ③準備体制 
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（４）北区における⼩中⼀貫校配置の検討                    
北区における施設⼀体型⼩中⼀貫校の設置について、対象校の選定等の具体的

な検討を⾏うため、平成 28 年 4 ⽉に北区⼩中⼀貫校配置検討委員会を設置しま
した。 

同年 11 ⽉「北区⼩中⼀貫校配置検討委員会報告書」を作成し、「北区⽴⼩・中
学校改築改修計画」において未だ改築計画の定められていない中学校３校（堀船
中学校・神⾕中学校・⾶⿃中学校）を候補校として、サブファミリー内の⼩学校
との関係を考慮に⼊れたうえで、４つの項⽬による⽐較検討を⾏い、その内容を
まとめました。 

 

⽐較検討項⽬１ 地域との関係性 

⽐較検討項⽬１の地域との関係性においては、当該サブファミリー内に複数存
在する⼩学校間に教育環境上の格差が⽣じないよう、施設⼀体型⼩中⼀貫校とし
て１つにまとまった場合でも、現在 19 ある連合町会・⾃治会、⻘少年地区委員
会内に必ず 1 校は⼩学校が残ること 

 
サブファミリー 評価基準 総合評価

①堀船中サブファミリー 答申との整合 課題有り
②神⾕中サブファミリー 答申との整合 適 
③⾶⿃中サブファミリー 答申との整合 適 

 
 

⽐較検討項⽬２ 児童数・⽣徒数の推移 

⽐較検討項⽬２の児童数・⽣徒数の推移においては、将来的な児童数・⽣徒数
の増加数が最も多く、今後の⼩・中学校の施設や設備について、改修・改善等の
必要性が⾼いこと 

 
サブファミリー 評価基準 推計（Ｈ33） 総合評価

①堀船中サブファミリー 児童・⽣徒数 24 名増
課題有り 学級数 2 学級減

②神⾕中サブファミリー 児童・⽣徒数 263 名増
適 学級数 5 学級増

③⾶⿃中サブファミリー 児童・⽣徒数 103 名増
適 学級数 1 学級増
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施設一体型小中一貫校の設置対象

【神谷中サブファミリー】

神⾕中

稲⽥⼩ 神⾕⼩

⽐較検討項⽬３ 通学距離 

⽐較検討項⽬３の通学距離においては、⼩学⽣の通学距離の基準である 1km を
カバーしており、児童の通学に与える影響が少ないこと 

 
サブファミリー 評価基準 1km 以内学区域 総合評価

①堀船中サブファミリー 堀船⼩学校区 100％
課題有り 滝野川第五⼩学校区 57％

②神⾕中サブファミリー 神⾕⼩学校区 100％
適 稲⽥⼩学校区 100％

③⾶⿃中サブファミリー 滝野川⼩学校区 100％
適 ⻄ケ原⼩学校区 100％

 
 

⽐較検討項⽬４ 校地⾯積の確保 

⽐較検討項⽬４の校地⾯積の確保においては、周辺の公共施設を学校敷地とし
て⼀体的に活⽤することが出来れば、施設⼀体型⼩中⼀貫校の設置に望ましい敷
地⾯積が確保できること 
 

サブファミリー 施設名 敷地⾯積 合計敷地⾯積 総合評価
①堀船中サブファミリー 

堀船中学校：12,260.72 ㎡ なし ― 12,260.72 ㎡ 課題有り 

②神⾕中サブファミリー 
神⾕中学校：6,844.64 ㎡

神⾕体育館敷地 981.95 ㎡ 15,735.13 ㎡ 適 神⾕⼩学校校地 7,908.54 ㎡
③⾶⿃中サブファミリー 

⾶⿃中学校：9,885.56 ㎡ なし ― 9,885.56 ㎡ 課題有り 
 
 
上記の４点を踏まえ、各項⽬の検討結果を総合的に判断し、神⾕中学校サブフ

ァミリーにおいて、施設⼀体型⼩中⼀貫校を設置することとします。 
 

 

 

 

 

- 8 -



【北区⽴施設⼀体型⼩中⼀貫校設置基本⽅針】                               
 

                      

「北区⼩中⼀貫校配置検討委員会報告書」および改正学校教育法の趣旨を踏
まえ、北区における施設⼀体型⼩中⼀貫校については、施設⼀体型義務教育学
校として設置することとし、設置にあたっての構想をまとめました。

 ２ 施設⼀体型⼩中⼀貫校の構想 
 

 

 

 

 

（１）位置付け                               
「北区⼩中⼀貫校配置検討委員会報告書」および改正学校教育法（平成 28 年 4

⽉ 1 ⽇施⾏）の趣旨を踏まえ、北区における施設⼀体型⼩中⼀貫校については、同
法第⼀条に定める義務教育学校として設置します。 

また、「北区⼩中⼀貫教育基本⽅針」、「北区⼩中⼀貫教育実施⽅策策定基準」、「北
区⼩中⼀貫教育カリキュラム」を踏まえた学校教育を実施し、北区がこれまで推進
してきた⼩中⼀貫教育との調和を図ります。 

 
（２）設置意義                               

施設⼀体型⼩中⼀貫校については、⼩学校と中学校の義務教育９年間についての
⼀貫した教育⽬標の設定や⼀貫した学校マネジメント等、積極的に新たな取り組み
にチャレンジすることで、より⼀層教育内容を充実させ、「中１ギャップ」の解消、
⼦どもの発達の早期化への対応、学⼒向上等、北区の教育が抱える諸課題の解決に
資する学校となることを⽬指します。 

そして、施設⼀体型⼩中⼀貫校における成果について、施設が分離していても可
能な実施⽅法等を検討し、他の区⽴⼩・中学校にフィードバックすることで、北区
全体の⼩中⼀貫教育の更なる充実・発展を図る「⼩中⼀貫教育の推進役」となるこ
とを⽬標とします。 
 
（３）指定校制度および通学区域                         

「地域の⼦どもは地域で育てる」という考え⽅に基づき、指定校制度及び通学
区域制度を堅持するとともに、設置対象となるサブファミリー内の⼩学校および
中学校の通学区域を基本とし、⼩中⼀貫校であることを踏まえ、必要に応じてそ
の区域を⾒直します。 
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（４）学校ファミリー構想との関係                       
学校ファミリー構想のもと、既存のサブファミリーの枠組みを継承します。設

置対象となるサブファミリー内に複数存在する⼩学校間に教育環境上の格差が⽣
じないよう、サブファミリーを構成する⼩学校と中学校を１つの施設⼀体型⼩中
⼀貫校として設置します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（５）教育内容                               

①学年段階の区切りについて                        
教育課程の区分や、区内外の他の⼩・中学校との調和を図るため、施設⼀体型

⼩中⼀貫校における学年段階の区切りについては、６－３制とします。 
ただし、先⾏⾃治体で実施されている４－３－２制、４－５制、５－４制等に

おけるメリットを可能な範囲で取り⼊れたうえで、９年間の教育⽬標の設定や９
年間の系統性・連続性を確保した教育課程により教育活動や学校運営を⾏います。 

 
②教科担任制について                           

  児童の授業理解の向上や教員の負担軽減を⽬指し、⼩・中の教員の授業乗り⼊
れ等により、⼩学校⾼学年（５年⽣・６年⽣）を対象として、国語・算数・理科・
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社会・体育・外国語活動（英語）等についての教科担任制の導⼊を図ります。 
 

③部活動について                             
 部活動の活性化や授業以外での児童・⽣徒の相互交流による健全育成を⽬指し
て、⼩学校⾼学年（５年⽣・６年⽣）について、部活動への参加を図ります。 
 また、施設⼀体型⼩中⼀貫校については、中学校の教員のみならず、⼩学校の
教員が部活動の顧問になることを検討し、部活動の種類（量）や指導内容（質）
の充実を図ります。 
 

 ④学校⾏事の実施について                         
  学校⾏事には、儀式的⾏事、⽂化的⾏事、体育的⾏事があります。施設⼀体型

⼩中⼀貫校においては、敷地⾯積の制限等はあるものの、いずれの⾏事について
も⼩・中合同での実施を検討します。 

ただし、⾏事の内容やねらいによっては、５年⽣ ７年⽣の３学年での実施や、
１年⽣ ４年⽣と５年⽣ ９年⽣に分けた実施等、施設⼀体型⼩中⼀貫校ならで
はの創意⼯夫により学校⾏事を実施します。 

 
 ⑤特別⽀援教室について 
  「第三次北区特別⽀援教育推進計画」を踏まえ、特別⽀援教室の整備について、

検討を⾏います。 
 

（６）学校経営                               

①教職員体制について                           
教職員については、国・都の基準に基づき配置します。校⻑・副校⻑の配置に

ついては、全体を統括する校⻑１名、⼩学校の教育課程（前期課程）を管轄する
副校⻑１名、中学校の教育課程（後期課程）を管轄する副校⻑１名、⼩学校の教
育課程と中学校の教育課程の円滑な連携・運営を図るためのコーディネート役と
なる副校⻑１名の配置といった複数の副校⻑の配置を検討します。 

また、全ての教員が必要に応じて全児童・⽣徒の学習指導・⽣活指導に関わる
ことのできる体制を整備し、１ ９年⽣の相互乗り⼊れ授業や５・６年⽣におけ
る教科担任制の導⼊を推進します。 
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 ②ＰＴＡ活動について                           
  ＰＴＡは任意団体であることに鑑み、設置校の保護者や地域の意⾒を⼗分に踏

まえたうえで、施設⼀体型⼩中⼀貫校については、ひとつの学校として教育活動
に取り組むことを⽬的としているため、ＰＴＡ活動についても出来る限り⼩・中
が合同で活動することを検討します。併せて、⼩・中合同でのＰＴＡ活動を⽀援
するための環境整備を⾏います。 

 
③地域との連携について                          

  施設⼀体型⼩中⼀貫校については、地域と⼀体となった学校運営を推進するた
め、コミュニティ・スクールの指定を受けることを⽬指します。 

また、施設の⾼機能化・多機能化を進め、区⺠・地域への開放を推進します。 
 

（７）学校施設                               

①９年間の学びを⽀える施設環境の整備について                  
 施設⼀体型⼩中⼀貫校については、９年間の⼀貫した教育活動および学校経営
に適した施設環境を整備します。また、９年間を通じて学校と地域が連携し、地
域ぐるみで⼦どもたちの学びを⽀える場としての施設環境を確保します。 
 

 ②施設配置について                            
  施設配置については、児童・⽣徒が９年間同⼀の施設で学習や⽣活を⾏うこと

になるため、児童・⽣徒が⾃らの成⻑が実感できるような空間構成や教室環境の
整備を検討します。 

 
③安全性について                            

  安全性については、⽇常的な児童・⽣徒の動線を考慮し、緊急時には多⼈数が
迅速に避難することができることなど、安全に配慮した校舎、教室、運動場等の
配置を⾏います。 

 
 ④防災について 

地域の防災拠点として、避難所機能の充実や減災を考慮した施設整備による「災
害に強い学校施設」を整備します。 
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「北区初」となる施設⼀体型⼩中⼀貫校の設置にあたっては、設置の対象と
なるサブファミリー内の⼩学校・中学校の学校関係者および地域関係者との合
意形成を図りながら開校に向けて進んでいく必要があります。 

 ３ 施設⼀体型⼩中⼀貫校の設置に向けて 
 

 

 

 

 

（１）設置協議                                
  施設⼀体型⼩中⼀貫校の設置にあたっては、⼩学校と中学校の義務教育９年間

についての⼀貫した教育⽬標の設定や⼀貫した学校マネジメント等を⾏うととも
に、これまでのサブファミリーの枠組みを尊重し、学校ファミリー構想との調和
を図る必要があります。そのため、設置の対象となる神⾕中サブファミリーを構
成している稲⽥⼩学校・神⾕⼩学校・神⾕中学校の３つの学校を１つの⼩中⼀貫
校として設置します。 

設置にあたっては、神⾕⼩学校・稲⽥⼩学校・神⾕中学校の関係者に向けた説
明会等を開催し、丁寧な説明を⾏うとともに、検討組織（協議会等）を設置し、
教職員、ＰＴＡ、保護者等の学校関係者はもとより、地域住⺠の意⾒を⼗分に踏
まえ、「地域に根ざした施設⼀体型⼩中⼀貫校」の設置を⽬指します。 

 
（２）設置推進                                

学校は「地域コミュニティの拠点」・「防災の拠点」であり、まちづくり・地域
振興等の地域経営の視点も重要であり、施設⼀体型⼩中⼀貫校の設置にあたって
は、これらの点の充実を図らなければなりません。このため、全庁的な協⼒体制・
連携体制を築いたうえで、着実に⼀歩⼀歩進めていくことが重要です。 

また、施設⼀体型⼩中⼀貫校については、全国的にも設置数は少なく、北区に
ついては設置の実績がありません。そのため、今後の具体的な設置を進めるにあ
たっては、先進事例についての⼗分な調査・研究を⾏い、北区の状況および地域
の状況に応じた施設⼀体型⼩中⼀貫校の設置を⽬指していきます。 
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（３）⼟地活⽤構想                              
現在の「神⾕中学校」、「神⾕⼩学校」、「神⾕公園」、「神⾕体育館」、「旧教育未来

館」の⼟地を活⽤して、下図の位置に施設⼀体型⼩中⼀貫校を設置します。なお、
学校施設の建設については、近隣への⼯事ヤードの確保に努めるとともに、児童・
⽣徒および教職員に移転の負担が掛からない⼿法を検討します。また、学校施設の
配置にあたっては、良好な教育環境の確保とともに、「防災」や「まちづくり」の視
点を考慮します。 
 

【施設配置（案）イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新校舎

新校舎 

 
新公園 

新運動場 
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（４）設置にあたっての課題                          
  施設⼀体型⼩中⼀貫校の設置については、学校関係者および地域の意⾒を踏ま

えたうえで、計画的に推進していく必要があり、今後、前記「検討組織（協議会
等）」等で具体的な検討をすべき事項を整理すると以下のとおりとなります。 

 
【今後の主な検討課題】 

○施設⼀体型⼩中⼀貫校の通学区域について 
○施設⼀体型⼩中⼀貫校の施設整備について 
○施設⼀体型⼩中⼀貫校と他施設との複合化について 
○施設⼀体型⼩中⼀貫校の教育内容について 
○施設⼀体型⼩中⼀貫校の校名・校歌・校章について 
○施設⼀体型⼩中⼀貫校のコミュニティ・スクール化について  等 

 
（５）開校に向けた事業スケジュール                       
  「検討組織（協議会等）」の意⾒を踏まえ、施設⼀体型⼩中⼀貫校の「全体構想」

等を策定していきます。また、事業の進捗に合わせて、適宜、「地域説明会」を開
催し、サブファミリー内に広く情報発信をしていきます。 

 
【開校に向けた事業イメージ】 

 
 

  

  

 

施設⼀体型⼩中⼀貫校開校

地
域
説
明
会

・ 

検
討
組
織
︵
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︶
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新築基本構想・基本計画

基本設計・実施設計

解体⼯事・建設⼯事

新運動場開設 新公園開設
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北区の⼩中⼀貫教育の更なる充実・発展に向けて、「施設⼀体型⼩中⼀貫校」
の設置をはじめ教育施策を展開していくことで、「教育先進都市・北区」の推進
を図ります。 

４ 今後の⼩中⼀貫教育の展望 

 
 
 
 
 

北区における⼩中⼀貫教育は、基本的考え⽅をまとめた第１段階、モデル事業
を実施した第２段階、そして全校実施となった第３段階を経てきました。今後は、
第４段階として内容の質的向上に努め、より⼀層の充実を図るとともに、施設⼀
体型⼩中⼀貫校の設置という新たな展開を踏まえ、北区の⼩中⼀貫教育の更なる
充実と発展を推進していきます。 

 
施設⼀体型⼩中⼀貫校の教育内容の検討に合わせて、現⾏の⼩中⼀貫教育の改

善⽅法等についても適宜検討し、可能なものは実施していきます。また、新たに
学校を改築する際には、施設⼀体型⼩中⼀貫校（義務教育学校）や、現在の学校
ファミリーを基盤とした⼩中⼀貫教育の発展型としての施設分離型⼩中⼀貫校
（義務教育学校）設置の可能性についても検討します。 

施設⼀体型⼩中⼀貫校の設置後はその成果を検証し、研究発表や教員対象の研
修会等を通じて、他のサブファミリーの⼩中⼀貫教育への活⽤を図ります。その
ための仕組みづくりについても検討を⾏います。 

 
⼩中⼀貫教育は、⼩学校、中学校だけで完結するものでなく、就学前教育との

⼀体化はもとより、中学卒業後の⼦どもたちを⾒据えて取り組むことが重要です。
保護者はもとより、幼稚園、保育園、児童館（⼦どもセンター、ティーンズセン
ター）などの関係機関、町会・⾃治会、⻘少年地区委員会などの地域団体、さら
には⾼校や⼤学、企業なども含め、まさに地域が⼀体となって連携、協⼒し、⼦
どもの発達の段階に応じた教育を推進していきます。 

このような視点から、更に地域との連携強化を図るため、学校評議員制度やコ
ミュニティ・スクール制度のサブファミリー単位の活⽤、サブファミリーを意識
したＰＴＡや学校⽀援地域本部（学校⽀援ボランティア）活動の推進などについ
て、検討を進めていきます。 
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